
単位：円

階層 事務費 生活費 管理費 合計

1 10,100 44,500 14,000 68,600

2 13,100 44,500 14,000 71,600

3 16,200 44,500 14,000 74,700

4 19,300 44,500 14,000 77,800

5 22,300 44,500 14,000 80,800

6 25,300 44,500 14,000 83,800

7 30,500 44,500 14,000 89,000

8 35,600 44,500 14,000 94,100

9 40,600 44,500 14,000 99,100

10 45,800 44,500 14,000 104,300

11 50,800 44,500 14,000 109,300

12 58,000 44,500 14,000 116,500

13 62,500 44,500 14,000 121,000

階層 事務費 生活費 管理費 冬季加算 合計

1 10,100 44,500 14,000 4,870 73,470

2 13,100 44,500 14,000 4,870 76,470

3 16,200 44,500 14,000 4,870 79,570

4 19,300 44,500 14,000 4,870 82,670

5 22,300 44,500 14,000 4,870 85,670

6 25,300 44,500 14,000 4,870 88,670

7 30,500 44,500 14,000 4,870 93,870

8 35,600 44,500 14,000 4,870 98,970

9 40,600 44,500 14,000 4,870 103,970

10 45,800 44,500 14,000 4,870 109,170

11 50,800 44,500 14,000 4,870 114,170

12 58,000 44,500 14,000 4,870 121,370

13 62,500 44,500 14,000 4,870 125,870

　7.　外泊等で食事をされない場合、１日分3食の欠食を事前（3日前）までに届け出た分に限り、

　　   一日830円を生活費から減額します（1食のみの欠食は減額されません）

　3.　階層を決定する「対象収入」には、前年の収入額から租税等を控除した額が適用されます。

　4．基本料金の「事務費」「生活費」及び「冬季加算」は国が基準額を決定しており、この基準が改訂された

　　  場合はご利用料金額も変更となることがございますので、予めご了承ください。

　5.　入退去にともない、１ヶ月に満たない期間を利用した場合の生活費及び冬季加算は日割り計算で

　　   お支払額が決定されます。

　6． 利用期間が1ヶ月に満たなくても、理由に関わらず、事務費及び管理費の減免はありません。

２,４００,００１～２,５００,０００

２,５００,００１～２,６００,０００

２,６００,００１以上

　1.　事務費・生活費・管理費の合算が基本料金となります。居室でご利用された電気・上下水道料金も

　　  合わせて毎月納入していただくこととなります。

　2．毎年11月から翌年3月までのご利用分には「冬季加算」が追加されます。

１,８００,００１～１,９００,０００

１,９００,００１～２,０００,０００

２,０００,００１～２,１００,０００

２,１００,００１～２,２００,０００

２,２００,００１～２,３００,０００

２,３００,００１～２,４００,０００

【１１月～３月】

前年度対象収入

１,５００,０００以下

１,５００,００１～１,６００,０００

１,６００,００１～１,７００,０００

１,７００,００１～１,８００,０００

２,１００,００１～２,２００,０００

２,２００,００１～２,３００,０００

２,３００,００１～２,４００,０００

２,４００,００１～２,５００,０００

２,５００,００１～２,６００,０００

２,６００,００１以上

１,５００,００１～１,６００,０００

１,６００,００１～１,７００,０００

１,７００,００１～１,８００,０００

１,８００,００１～１,９００,０００

１,９００,００１～２,０００,０００

２,０００,００１～２,１００,０００

＜ケアハウス小斎　令和６年度利用料金表＞

　　※この料金表は、令和６年４月1日から令和７年3月31日までのご利用分に適用となります。

【４月～１０月】

前年度対象収入

１,５００,０００以下


